
 

 

 

 

 

時 間 午後２時００分～ 

会 場 第３・４委員会室 

 

市長記者会見資料 

 
 

１ 補正予算（案）の概要 

 

２ スポーツクラブ「メガロス八王子」と共創 

～介護予防や若者の自立支援事業などを試行実施～ 

３ ゼロカーボンシティの実現に向け市施設へＥＶ充電器を設置 

４ 「それは、アルバイトではなく犯罪です」 

～市と警察署と学校が連携し「闇バイト」の危険性を訴え～ 

５ ジョブ型の庁内公募制度を開始 

～働きがい・やりがいのさらなる向上をめざして～ 
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＜問い合わせ＞  財政部財政課長 秋間  電話０４２－６２０－７２０９ 

 

                

 

補正予算（案）の概要 

今回の補正予算（案）では、物価高騰の影響を受けている保育所等への支援や、東京

都に委託している常備消防事務について、負担額が確定したことによる不足額を補正す

るため、１億３,２００万円を増額計上しました。 

 

１ 補正予算額[補正予算の概要Ｐ４] 

区 分 補正前の額 補正額（案） 補正後の額 

一 般 会 計 2,391億2,700万円 1億3,200万円 2,392億5,900万円 

特 別 会 計 1,989億1,610万4千円 ― 1,989億1,610万4千円 

公営企業会計 214億8,584万2千円 ― 214億8,584万2千円 

計 4,595億2,894万6千円 1億3,200万円 4,596億6,094万6千円 

 

２ 一般会計の歳入予算の補正額[補正予算の概要Ｐ５] 

区 分 補正前の額 補正額（案） 補正後の額 

16款 都 支 出 金  344億9,400万2千円    6,127万8千円 345億5,528万円 

20款 繰 越 金 39億4,105万3千円 7,072万2千円 40億1,177万5千円 

 

３ 一般会計の歳出予算の補正額[補正予算の概要Ｐ６] 

区 分 補正前の額 補正額（案） 補正後の額 

3款 民 生 費 1,225億6,695万5千円 6,127万8千円 1,226億2,823万3千円 

 9款 消 防 費 83億8,073万6千円 7,072万2千円 84億5,145万8千円 
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＜問い合わせ＞ 総合経営部 経営改革課 業務改善担当課長 昆  電話 042-620－7423 

   

 

 

スポーツクラブ「メガロス八王子」と共創 

～介護予防や若者の自立支援事業などを試行実施～ 

このたび、野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社が運営するスポーツクラブ「メガロ

ス八王子」と共創し、試行的に複数の部署と連携した事業を展開いたします。スポーツ

クラブが持つノウハウを活かし、子どもから高齢者まで多くの市民の皆様の健康づく

りの機会を創出し、地域でのいきがい創造につなげていきます。 

１ 介護予防・フレイル予防を目的とした講座 

 （１）内容（仮称）及び実施時期 

   ア 親の介護予防キャンペーン（介護予防講座） 令和６年 12月 21日（土） 

 イ 思い出のディスコ復活   令和７年３月  

  （２）対象  ア ７０～８０歳代の親を持つ市民   イ 70歳前後の市民 

  （３）実施所管  福祉部高齢者いきいき課 

２ 親子で楽しむ！スポーツプログラム 

 （１）内容  ア 水泳教室＆水遊び    イ 親子テニス教室 

ウ 親子ピックルボール教室 

エ 親子で楽しく体を動かそう！スタジオプログラム 

（２）実施時期 令和６年 12月 27日（金） 

（３）対象  いずみの森義務教育学校 全児童・生徒及び保護者 

（４）実施所管 生涯学習スポーツ部スポーツ振興課  

３ 課題を抱える若者の社会的自立に向けた支援事業 

（１）内容  ア  職場実習・体験の提供 イ ボランティアの受入れ 

   ウ 運動等の活動機会の提供 

（２）実施時期  令和６年度中  

（３）対象  はちまるサポート及び若者総合相談センター等の利用者 

  （４）実施所管  福祉部福祉政策課、子ども家庭部青少年若者課 

４ スケジュール 

令和 6年 12月～令和 7年 3月 令和 7年度 

事業の試行実施  試行事業の検証 

連携事業の決定 

事業連携に関する協定締結 

連携事業の実施 
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＜問い合わせ＞ ゼロカーボン推進担当課長 岡田  電話０４２-６２０-７３８４ 

   

 

ゼロカーボンシティの実現に向け 

市施設へ EV充電器を設置 
 

令和５年（２０２３年）３月に、ゼロカーボンシティの実現に向け策定した「八王子

市地球温暖化対策地域推進計画」を踏まえ、電気自動車等の普及と充電インフラの促進

を図っています。このたび、充電サービス事業者（Terra Charge株式会社）と協定を

締結し、今後、市施設１４か所へ再生可能エネルギーを使用する電気自動車充電器の設

置を進めていきます。 

 

１ 設置手法 

 Terra Charge株式会社と協定を締結し、本市の負担なくＥＶ充電器を設置運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 充電器の種類 

 利用者の利便性を鑑み、充電時間の早い急速充電器を設置する。 

 ※出力５０kWの急速充電器で、２５kWｈ（約２００ｋｍ走行量）充電にかかる 

 時間は約３０分。普通充電器は約４～８時間。 

 

３ 設置予定施設一覧（１４か所） 

 

４ スケジュール 

令和６年１１月１９日 Terra Charge株式会社と協定締結 

令和６年１２月下旬  東京都補助金申請（サービス事業者が実施） 

令和７年１月以降   補助金採択後、順次、急速充電器設置及び運用開始 

設 置 予 定 施 設 

市役所本庁舎 長池公園 川口図書館 恩方市民センター 

富士森体育館 戸吹スポーツ公園 由木中央市民センター 石川市民センター 

甲の原体育館 東浅川交通公園 横山南市民センター  

上柚木公園 絹の道資料館 元八王子市民センター  
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<児童・生徒の学習用端末で実施する「闇バイト防止クイズ」の一例>  

「それは、アルバイトではなく犯罪です」 

～市と警察署と学校が連携し「闇バイト」の危険性を訴え～ 

八王子市では、管轄の警察署と連携して市内の小・中学校へ出向き、児童や生徒など

若者に特殊詐欺や強盗に加担する「闇バイト」への注意を直接呼びかける取り組みを 

行っています。 

 また、教育委員会において、児童・生徒がＳＮＳやインターネットの掲示板等で、違

法な「闇バイト」に応募しないように啓発するため「闇バイト防止クイズ」を作成しま

した。現在、全市立小・中・義務教育学校の第５学年以上の児童・生徒を対象に実施し

ています。 

１ 学校訪問啓発活動 

市の担当者や警察官が市内の学校を訪問し、「闇バイト」の危険性を訴える防犯講話 

などを行います。 

 

 

 

２ 「闇バイト防止クイズ」を活用した防犯教育 

違法な「受け子」「出し子」などの「闇バイト」に応募しないように、啓発を図ると

ともに、児童・生徒に「闇バイト情報」を見分ける判断力が身に付くよう、「闇バイト

防止クイズ」を実施します。 

対  象  全市立小・中・義務教育学校の第５学年以上の児童・生徒 

実施期間  令和６年（２０２４年）１２月２０日まで 

※上柚木小学校で児童が取り組んでいるようすを取材していただくことができます。 

日   時 会   場 

１２月１３日（金）８：２５～ 上柚木小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

 １について、生活安全部防犯課長 山野井        電話０４２-６２０-７３９５ 

２について、学校教育部教育指導課統括指導主事 狩野  電話０４２-６２０-７４１２ 

 

「闇バイト」に申し込んでしまった、抜け出したい方！抜け出せない方！ 

 ひとりで悩まず、相談しましょう！！ 

警視庁総合相談センター #9110 又は 03-3501-0110 

ヤング・テレホン・コーナー（警視庁少年相談係） 03-3580-4970  

お近くの警察署   八王子警察署 042-621-0110 

高尾警察署  042-665-0110 

南大沢警察署 042-653-0110 
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日  時 会  場 

１２月 ９日（月）８：３５～ 元木小学校 

１２月２５日（水）８：４０～ 城山中学校 

 



 

<児童・生徒の学習用端末で実施する「闇バイト防止クイズ」の一例> 

 

 

 

 

 



＜問い合わせ＞ 総務部職員課長 石川   電話０４２－６２０－７２７９ 

   

 

ジョブ型の庁内公募制度を開始 

～働きがい・やりがいのさらなる向上を目指して～ 

八王子市は、職員が能力を最大限に発揮できる環境を整えるとともに、組織力の強化を

図るため、職員の働きがい・やりがいの向上と、個々の成長を目指し、ジョブ型人事制度の

一環として、令和７年度（２０２５年度）から庁内公募制度を拡充します。 

１ 庁内公募制度の拡充 

  本市ではこれまで、国や東京都等への職員の研修派遣を行う際に庁内公募を実施して

きましたが、今後はそれに加えて、庁内の特定業務への異動を希望する職員の庁内公募

を開始します。 

２ 庁内の特定業務への異動の概要 

  特定業務の人財を募集したい所管が、職務記述書（公募にあたり、業務内容や必要な

能力やスキル等が記載されたもの）を作成・提示して庁内公募を行い、応募職員との面

談等を踏まえて令和７年４月の異動に反映することとします。 

 

 

 

３ 対象 

主査・主任 

各所管が設定した業務を中心となって担ってもらうための職員を募集することから、一定

の実務経験を有する職員を対象とします。 
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業務Ｃ 業務Ａ 

業務Ｂ 

業務Ｃを担う人財

を公募したい！ 

職
務
記
述
書
を
示
し
て
庁
内
公
募 

応募したい！ 所管課 

面談等 

令和 7年 4月に異動 


